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(57)【要約】
【課題】照明装置における複数個のＬＥＤとシェードと
の間隔を小さく保持するとともに、ＬＥＤの指向性によ
るシェードの温度上昇、および輪郭の現出を防ぎ、貯蔵
室内を均一に効果的に照明することができる冷蔵庫を提
供する。
【解決手段】貯蔵室５の内側壁３に、ＬＥＤによる照明
部19とこの照明部の室内側を覆う光透過性のシェード20
とを有する照明装置16を配設し、この照明装置の前記照
明部とシェードとの間に、光透過性材料で形成され内部
に比熱の大きい透明あるいは半透明の流動体を封入した
熱吸収体21を配設したことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯蔵室の内側壁に、発光ダイオードによる照明部とこの照明部の室内側を覆う光透過性
のシェードとを有する照明装置を配設し、この照明装置の前記照明部とシェードとの間に
、光透過性材料で形成され内部に比熱の大きい透明あるいは半透明の流動体を封入した熱
吸収体を配設したことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　照明部は、複数のチップ型白色発光ダイオードを基板に固定した構成として、貯蔵室内
壁の断熱材側への凹陥部内に配設したことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　照明部は、複数のチップ型白色発光ダイオードを基板に固定した構成として、貯蔵室背
面の冷気ダクト側への凹陥部内に配設したことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　熱吸収体の内部には、流動体とともに光反射材を封入したことを特徴とする請求項１記
載の冷蔵庫。
【請求項５】
　熱吸収体の内部には、蛍光剤を流動体とともに封入あるいは内部壁面に塗布したことを
特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　熱吸収体をシェードと一体に形成したことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードによる照明装置を貯蔵室内に配設した冷蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷蔵庫における貯蔵室、例えば、冷蔵室の室内を照明する照明装置は、冷蔵室扉の開放
に連動して点灯するように構成されており、室内を照明することで食品の所在を確認し、
その収納取り出しを容易にするものであって、従来は、白熱球やキセノン球などの電球が
使用されてきたが、近年では、照明体として発光ダイオード（以下、「ＬＥＤ」という。
）などの半導体発光素子が採用され始めている。
【０００３】
　照明体としてＬＥＤを用いた構成については、例えば、特許文献１の掲載図である図５
に示されているように、内箱（53）の天井面に設けた凹陥部（53ａ）に基板（67）を固定
し、この基板（67）の表面に複数個のＬＥＤ（69）を配設するとともに、室内側にはＬＥ
Ｄ（69）を外力から保護するために透明性の高いカバー体（70）を設けたものが一般的で
ある。
【０００４】
　照明体としてのＬＥＤは、電球に比べて小形で発熱量が小さいため、従来の電球方式で
は、使用者が手を触れる可能性があるシェードの温度上昇を防ぐために必要であったＬＥ
Ｄ（69）とカバー体（70）との距離を小さくでき、容積効率や冷却効率の向上をはかるこ
とができる利点がある。
【特許文献１】特開２００５－３４４９７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記ＬＥＤ（69）による照明体（66）の構成によっても、ＬＥＤ（69）
とカバー体であるシェード（70）との間隔が近くなり過ぎると、指向性の強いＬＥＤの光
束がシェードを通過する部分においては、その部分に光が集中することからシェード（70
）の温度が上昇してしまうことになり、この温度上昇を回避するにはやはりＬＥＤ（69）
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とシェード（70）との間には一定の間隔を設ける必要があった。
【０００６】
　また、ＬＥＤは前記電球に比して光の指向性が強いため、点灯時にはＬＥＤの光の軌跡
がシェードに明瞭に映ってしまう問題がある。すなわち、ＬＥＤは電球に比較して素子一
個当たりの光束量が少ないので、照明体として使用する場合には、複数個のＬＥＤを配置
して使用するようにしているが、このとき、ＬＥＤとシェードとの距離が短いとシェード
にＬＥＤの輪郭が明瞭に現れてしまい使用者の目に眩しいとともに、室内が均一な明るさ
にならない欠点があった。
【０００７】
　したがって、照明体としてＬＥＤを用いても、前記シェードの温度上昇を防ぎ、光の指
向性によるＬＥＤの輪郭がシェードに現れることを防止するには、ＬＥＤとシェードとの
間の距離を一定量設ける必要があり、その結果、照明装置としての厚み寸法が大きくなる
ため、その分室内側への突出量が増えて実質的に貯蔵容積が減少し、あるいは断熱壁厚が
薄くなって断熱効率を低下させる弊害があった。
【０００８】
　本発明は上記の事情を考慮してなされたものであり、照明装置における複数個のＬＥＤ
とシェードとの間隔を小さく保持するとともに、ＬＥＤの指向性によるシェードの温度上
昇、および輪郭の現出を防ぎ、貯蔵室内を均一に効果的に照明することができる冷蔵庫を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明の冷蔵庫は、貯蔵室の内側壁に、ＬＥＤによる照明部
とこの照明部の室内側を覆う光透過性のシェードとを有する照明装置を配設し、この照明
装置の前記照明部とシェードとの間に、光透過性材料で形成され内部に比熱の大きい透明
あるいは半透明の流動体を封入した熱吸収体を配設したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ＬＥＤとシェードとの間隔を小さくして設置することができ、断熱壁
厚を厚く、あるいは貯蔵室内の容積効率を高く保持することができるとともに、ＬＥＤの
指向性によるシェードの温度上昇、および輪郭の現出を防いで外観を良好にし、室内を均
一に照明することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面に基づき本発明の１実施形態について説明する。図１は、冷蔵庫の縦断面図
であり、外箱（２）と内箱（３）、およびこれら内外箱間の空間部に充填された断熱材（
４）からなる断熱箱体で形成された冷蔵庫本体（１）の内部を貯蔵空間として最上部に冷
蔵室（５）、その下方に断熱仕切壁（９）を介して比較的小容積の温度切替室（６）と図
示しない自動製氷装置を備えた製氷室とを併設し、これらの下方には野菜室（７）、さら
に最下方には冷凍室（８）をそれぞれ独立して配置しており、前記各貯蔵室の前面開口に
は各々専用の扉を設けて開閉自在に閉塞している。
【００１２】
　冷蔵室（５）は、最も収納容積が大きく使用頻度も高いため、前面開口部の両側に設け
たヒンジで観音開き式の扉（10）を回動自在に枢支することで開口部を閉塞しており、下
部に配置した冷蔵室（５）以外の製氷室や温度切替室（６）、野菜室（７）、冷凍室（８
）などの貯蔵室は、冷蔵室に比べ収納容積が小さいこと、およびその設置高さによる使い
勝手面から、扉に固着するとともに容器を保持した支持枠を室内壁面に設けたレール部材
で前後に摺動させ、開扉動作とともに室外に引き出して容器の上面開口から食品を収納し
取り出す引き出し扉方式としている。
【００１３】
　本体中央部から下方に位置させた野菜室（７）の背部には、冷蔵室（５）や野菜室（７
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）の冷蔵貯蔵空間を冷却する冷蔵用冷却器（12）と、前記製氷室や温度切替室（６）、冷
凍室（８）などの冷凍貯蔵空間を冷却する冷凍用冷却器（13）とを設けており、各貯蔵空
間は、前記各冷却器や機械室に配置した圧縮機（14）などからなる冷凍サイクルおよび冷
却ファンの回転により各々独立して所定温度に冷却されるよう制御している。
【００１４】
　冷蔵室（５）は、冷蔵用冷却器（12）で生成した冷気をファンによって室内背面に形成
した冷気ダクト（15）に吐出し、吹出口から室内に吹き出して冷却する構成であり、室内
には複数段の載置棚（11）を設けて貯蔵品の収納空間を形成し、天井部には、室内を照明
する照明装置（16）を設置している。
【００１５】
　照明装置（16）は、図２に要部の詳細断面図で示すように、内箱（３）の天井面の前方
部に設けた断熱材（４）側への凹陥部（３ａ）内に方形の基板（17）を固定リブ（18）に
よって固定し、この基板（17）の表面に半導体発光素子であるチップ型白色ＬＥＤ（19）
を複数個、例えば、本実施例では９個を等間隔ピッチで実装している。各ＬＥＤ（19）は
、図示しないコネクタ、リード線によって電源部に接続されている。
【００１６】
　（20）は、照明装置（16）を外力から保護するため照明装置の室内側に取り付けられた
シェードであり、このシェード（20）の周縁部に設けた係合凸起（20ａ）を、内箱（３）
に形成した係合孔に嵌合させることによって照明装置（16）全体を覆うように設けられて
いる。
【００１７】
　前記シェード（20）は、ＬＥＤ（19）からの光を効率よく冷蔵室内に照射するため、透
明性の高いアクリル樹脂などにより形成し、光を適度に乱反射させるとともに、前記基板
（17）上などに設置した電子回路部品などが外方から透けて見えることで外観を損ねない
ようにしており、このシェード（20）と前記ＬＥＤ（19）との間には、熱吸収体（21）を
配設している。
【００１８】
　熱吸収体（21）は、図３に示すように、内部に中空部を設けた厚み寸法の薄い直方体形
状の透明樹脂からなり、前記中空部内に熱容量の大きな流動性のある、例えば真水や食塩
水のような液体（22）を封入したものであり、前記固定リブ（18）により基板（17）上の
ＬＥＤ（19）の先端とシェード（20）の内面との間にわずかの間隙を形成して配置されて
いる。
【００１９】
　しかして、冷蔵室（５）の開扉動作によって照明装置（16）が作動すると、基板（17）
に設置されたチップ型ＬＥＤ（19）から発生した光は、透明体である熱吸収体（21）を通
過してシェード（20）に到達し、さらに冷蔵室（５）内に伝播してこれを照明する。
【００２０】
　通常、ＬＥＤ（19）とシェード（20）との間隔が近くなり過ぎると、指向性の強いＬＥ
Ｄの光束がシェードを通過する部分においては、ＬＥＤが発する熱によりその部分のシェ
ードの温度が上昇してしまうことになり、従来では、この温度上昇を回避するにはＬＥＤ
とシェードとの間には、数１０ｍｍ程度の一定の間隔を設ける必要があったが、本発明に
おいては、前記熱吸収体（21）を通過する際に、熱吸収体（21）の内部に封入した比熱の
大きい液体（22）によって熱の大部分が吸収されてしまい、シェード（20）の表面に到達
する熱量はきわめて小さいものとなる。それゆえ、シェード（20）の温度上昇を抑制する
ことができ、使用者が手を触れても高温で火傷をするような恐れはない。
【００２１】
　光に関しては、熱吸収体（21）の透明度が比較的高いために、ほとんど減衰せずに熱吸
収体（21）を通過してシェード（20）へと伝播させることができ、この構成によって、熱
吸収体（21）自体の厚み寸法を考慮しても、ＬＥＤ（19）を取り付けた基板（17）とシェ
ード（20）を含めた厚み寸法を小さくでき、照明装置（16）を従来に比して狭い間隙内に
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設置することができる。
【００２２】
　したがって、その分、照明装置（16）の冷蔵庫本体（１）への取付部における断熱材（
４）の壁厚を厚く保持することができるので、熱漏洩量が少なく冷却効率の高い冷蔵庫を
得ることができる。また、上記により、室内側への照明装置（16）、すなわち内箱（３）
面からのシェード（20）の突出量をきわめて少なくすることができるため、最上段の棚（
11ａ）に載置した食品の収納や取り出し作業に支障となることがなく、冷蔵室（５）内の
実質的な収納容積を増大することができる。
【００２３】
　次に、本発明の他の実施例について説明する。図４に示すように、本実施例における熱
吸収体（21′）は、その内部に前記同様の熱吸収剤である液体（22）とともに、光を拡散
する光沢のある金属片などの反射材（23）を封入したものである。このような熱吸収体（
21′）を前記ＬＥＤ（19）とシェード（20）間に配置することにより、ＬＥＤ（19）から
発生した指向性の強い光を散乱させてシェード（20）の手前側で拡散させることができ、
シェード（20）による光の拡散と併せてより均一でむらのない照明をおこなうことができ
る。
【００２４】
　また、さらに他の実施例として、特に図示しないが、熱吸収体（21）の内部に、前記同
様の液体（22）とともに、紫外線を吸収して可視光を発するスルホン酸やフェニル誘導体
などで構成される蛍光体を封入するようにしてもよい。このように構成することによって
、前記実施例のように、ＬＥＤ（19）からの透明色による一般的な白色照明以外に、青や
水色のような清涼感を与える色をＬＥＤ光に付加した照明を容易におこなうことができ、
さらに、蛍光材を交換すれば、ユーザーの嗜好に沿った種々の照明色を採用することもで
きる。なお、前記蛍光材は液体（22）中に封入するのではなく、熱吸収体（21）を形成し
ている容器部の内壁面に塗布するようにしてもよい。
【００２５】
　続いて、さらに他の実施例を説明する。前記図２と同一部分に同一符号を附した図５に
示す照明装置（16″）は、熱吸収体（21″）とシェード（20″）とを一体に樹脂成形した
ものであり、前記実施例における構造に比べて、熱吸収体（21）とシェード（20）との間
隙が不要になるため、さらにＬＥＤ（19）とシェード（20″）間の距離を短縮でき、照明
装置（16″）としての厚み寸法を薄くできる。同時に、部品数を減少してコストを低減で
きるとともに取り付け作業を容易におこなうことができる。
【００２６】
　なお、上記実施例においては、照明装置（16）（16″）を冷蔵室（５）の天井面に配設
する構成について説明したが、本発明はこれに限るものではなく、冷蔵室背面に位置する
冷気ダクト（15）の部分にダクト側に突出するように設けてもよく、また、冷蔵室（５）
の下方に配設した野菜室（７）や冷凍室（８）などの上部前面に前記実施例と同様の構成
で設置するようにしてもよいことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の１実施形態を示す冷蔵庫の縦断面図である。
【図２】図１の冷蔵庫の照明装置部分の拡大断面図である。
【図３】図２における熱吸収体を示す断面図である」
【図４】図３の熱吸収体の他の実施例を示す断面図である。
【図５】本発明のさらに他の実施例を示す図２と同一部分の断面図である
【図６】従来の照明装置部分の構成を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　冷蔵庫本体
　３　内箱
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　５　冷蔵室
　11、11ａ　棚
　16、16″　照明装置
　17　基板
　18　固定リブ
　19　ＬＥＤ
　20、20″　シェード
　21、21′、21″　熱吸収体
　22　液体
　23　反射材

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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